【　ぎふし子育て支援ぶりあネット参加団体規約　】
平成21年12月14日決裁

第１条（本規約の範囲） 

1. 本規約は、岐阜市（以下「市」という。）が提供するぎふし子育て支援ぶりあネット（以下「本サイト」という。）に関し、本サイトの参加団体の登録・利用条件を規定したものです。 

第２条（参加団体） 

1. 「参加団体」とは、市内において子育て活動をしている団体や子育てに関するサービスや情報を持っている団体等で、次の要件を満たし、かつ本規約を承諾し、規定の参加登録申請手続きを完了後、市長が承認した「参加団体」とします。 

1 営利を目的としないこと

2 社会貢献が目的であり公益性が高いこと

③ 団体においては、継続的・組織的に活動していること

④ 団体においては、会則または規約（ＮＰＯ法人にあっては定款）、事業計画、予算・決算を示すことができること

⑤ 入退会に不当な制限がなく、総会や運営委員会などの民主的な意思決定の機関を有すること

⑥ 費用を徴収する場合には、必要最低限の経費で廉価であること

2. 本サイトには１団体１件のみの登録申請ができるものとし、複数件の登録申請があった場合、市長の判断により登録情報の削除ができるものとします。 

3. 本サイト「参加団体」の登録申請手続きは、市長が別途指定する方法により行い、不正登録などがあった場合には市長の判断により登録情報を削除できるものとします。 

4. 市長が必要と判断した場合には、誓約書（別紙）の提出を求めることがあります。

5. 市長が参加団体として不適当と判断した場合、登録の承認をしない場合があります。また、承認後であっても承認の取り消しをすることがあります。 

第３条（ＩＤ及びパスワードの管理） 

1. 本サイトに登録したＩＤ及びパスワードの管理は、本サイト参加団体自身が責任を負うものとします。 

2. 本サイトのＩＤ及びパスワードの譲渡、名義変更、売買などの行為は一切できません。 

3. 市長は本サイトのＩＤ及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害の一切の責任を負わないものとします。 

第４条（登録情報） 

1. 登録情報は市長が所有するものとし、個人が特定できる情報については本サイト参加団体による明示の承諾によるものを除き一切外部への提供は行わないこととします。 

2. 登録の際に本サイト参加団体の申告する登録情報のすべての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとします。 

3. 住所、e-mailアドレスその他サービスの登録情報に変更が生じた場合、参加団体は速やかに所定の手続きを行うものとします。 

第５条（本サイト参加団体の禁止事項） 

1. 本サイト参加団体の以下に該当する、またはその恐れのある行為は禁止とします。 

  (1) 公序良俗に反する行為。 

  (2) 法令に反する行為。 

  (3) 他の本サイト参加団体もしくは第三者の著作権を侵害する行為。 

  (4) 他の本サイト参加団体もしくは第三者を誹謗、中傷する行為。 

  (5) 他の本サイト参加団体もしくは第三者に不利益を与える行為。 

  (6) 選挙運動もしくはこれに類似される行為、または公職選挙法などの法令に違反する行為。特定の公職者や候補者、または政党の推薦、支持、反対することを目的とした行為
  (7) 政治活動、宗教活動、営利活動もしくはこれらに類似される行為。 

  (8) 暴力団又はその構成員の統制下にある団体の行う行為。

　(9) サイトの管理・運営を妨害する行為。

　(10) 公共の利益を害するおそれのある行為。
  (11) その他、市長が不適当と判断する行為。 

第６条（著作権等） 

1. 本サイト参加団体は、事前に市長又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、原則として、本サイトを通じて提供される著作物を、著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとします。 

第７条（本サイト参加団体資格の抹消） 

1. 以下の項目に該当する場合、市長は、本サイト参加団体の承諾の有無にかかわらず、本サイト参加団体資格を抹消することができるものとします。 

  (1) 本サイト参加団体ID名またはパスワードを不正使用した場合。 

  (2) 市長が認めない不正な行為があった場合。 

  (3) その他、本規約のいずれかに違反した場合。 

2. 資格を抹消する場合、その本サイト参加団体が本サイトで保有するすべての権利を抹消するものとします。 

第８条（登録取り消し） 

1. 「参加団体」が登録取り消しをする場合、所定の手続きに従い市長に届け出るものとし、市長の登録取り消し処理終了後、取り消しとなります。

第９条（サービスの中断、停止） 

1. 市長は、以下のいずれかに該当する場合、本サイト参加団体の承諾なしにサービスの一部もしくは全部を一時中断、または停止する場合があります。 

  (1) システム定期保守、更新ならびに緊急の場合。 

  (2) 火災、停電、天災などの不可抗力により、サービスの提供が困難な場合。 

  (3) インターネットを通じての不正な侵入により、サービスの提供が困難な場合。 

  (4) その他、不測の事態により市長がサービスの提供が困難と判断した場合。 

2. このような事態に伴い、本サイト参加団体に不利益、損害が発生した場合、市長はその責任を負わないものとします。 

第10条（サービス内容の変更、追加、中止） 

1. 市長は、本サイト参加団体への承認なしに、サービスの内容を変更、追加または中止する場合があります。 

2. このような事態に伴い、本サイト参加団体に不利益、損害が発生した場合、市長はその責任を負わないものとします。 

第11条（本システムの停止） 

1. 市長は一定の予告期間をもって本システムを停止することがあります。 

第12条（市の免責） 

1. 市長は、理由の如何を問わず、本サイトの提供が遅延し、又は中断したことに起因して本サイト参加団体又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。 

2.市長は、本サイト参加団体が、本サイトの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の保証責任を負わないものとします。

また、これらの情報等に起因して生じた損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。

本サイトを通じて提供される情報に関し、本サイト参加団体と他の本サイト参加団体あるいは第三者と紛争が生じた場合は、本サイト参加団体は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、市長に損害を与えないものとします。 

第13条（所轄裁判所） 

1. 本サイトの利用に関して、市長と本サイト参加団体との間に、訴訟の必要性が生じた場合は、地方裁判所を第一審の専属所轄裁判所とします。 

第14条（規約内容の変更） 

1. 市長は、合法的かつ一般的良識から逸脱しない範囲で、本規約内容の一部を本サイト参加団体への通告なしに変更する場合があります。 

第15条（免責事項） 

 1. 本サイトの内容につきましては万全を期しておりますが、提供情報がシステム等に起因する誤りを含んでいないこと、すべての事柄を網羅していること、利用者にとって有用であること等を市長及び情報提供者が補償するものではありません。市長及び情報提供者は利用者等が提供情報に関連して被った損害について一切の責任を負いません。 

この規約は平成２２年 １月 1日から実施します。

